
【関係法令（抜粋）】 

 

○日本国憲法 

第１９条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 

第２１条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 

２ 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 

 

○地方自治法（昭和２０年法律第６７号） 

第２条 地方公共団体は、法人とする。 

２ 普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政

令により処理することとされるものを処理する。 

３～１７ （略） 

第１４条 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第２条第２項の事務に関

し、条例を制定することができる。 

２ 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある

場合を除くほか、条例によらなければならない。 

３ 普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に

違反した者に対し、２年以下の拘禁刑、１００万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収

の刑又は５万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。 

（公の施設） 

第２４４条 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供する

ための施設（これを公の施設という。）を設けるものとする。 

２ 普通地方公共団体（次条第３項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。）は、

正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。 

３ 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いを

してはならない。 

 

○図書館法（昭和２５年法律第１１８号） 

（この法律の目的） 

第１条 この法律は、社会教育法（昭和２４年法律第２０７号）の精神に基き、図書館の設

置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民の教育と文化

の発展に寄与することを目的とする。 

（図書館奉仕） 

第３条 図書館は、図書館奉仕のため、土地の事情及び一般公衆の希望に沿い、更に学校教

育を援助し、及び家庭教育の向上に資することとなるように留意し、おおむね次に掲げる

事項の実施に努めなければならない。 

論文課題 資料３ 



⑴ 郷土資料、地方行政資料、美術品、レコード及びフィルムの収集にも十分留意して、

図書、記録、視聴覚教育の資料その他必要な資料（電磁的記録（電子的方式、磁気的方

式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。）を

含む。以下「図書館資料」という。）を収集し、一般公衆の利用に供すること。 

⑵ 図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること。 

⑶ 図書館の職員が図書館資料について十分な知識を持ち、その利用のための相談に応

ずるようにすること。 

⑷ 他の図書館、国立国会図書館、地方公共団体の議会に附置する図書室及び学校に附属

する図書館又は図書室と緊密に連絡し、協力し、図書館資料の相互貸借を行うこと。 

⑸ 分館、閲覧所、配本所等を設置し、及び自動車文庫、貸出文庫の巡回を行うこと。 

⑹ 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を主催し、及びこれらの開催を奨励

すること。 

⑺ 時事に関する情報及び参考資料を紹介し、及び提供すること。 

⑻ 社会教育における学習の機会を利用して行つた学習の成果を活用して行う教育活動

その他の活動の機会を提供し、及びその提供を奨励すること。 

⑼ 学校、博物館、公民館、研究所等と緊密に連絡し、協力すること。 

（設置） 

第１０条 公立図書館の設置に関する事項は、当該図書館を設置する地方公共団体の条例

で定めなければならない。 

（入館料等） 

第１７条 公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収

してはならない。 

 

○地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号） 

（教育委員会の職務権限） 

第２１条 教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるも

のを管理し、及び執行する。 

⑴ 教育委員会の所管に属する第３０条に規定する学校その他の教育機関（以下「学校そ

の他の教育機関」という。）の設置、管理及び廃止に関すること。 

⑵～⒆ （略） 

（教育機関の設置） 

第３０条 地方公共団体は、法律で定めるところにより、学校、図書館、博物館、公民館そ

の他の教育機関を設置するほか、条例で、教育に関する専門的、技術的事項の研究又は教

育関係職員の研修、保健若しくは福利厚生に関する施設その他の必要な教育機関を設置

することができる。 

（学校等の管理） 



第３３条 教育委員会は、法令又は条例に違反しない限りにおいて、その所管に属する学校

その他の教育機関の施設、設備、組織編制、教育課程、教材の取扱いその他の管理運営の

基本的事項について、必要な教育委員会規則を定めるものとする。この場合において、当

該教育委員会規則で定めようとする事項のうち、その実施のためには新たに予算を伴う

こととなるものについては、教育委員会は、あらかじめ当該地方公共団体の長に協議しな

ければならない。 

２ 前項の場合において、教育委員会は、学校における教科書以外の教材の使用について、

あらかじめ、教育委員会に届け出させ、又は教育委員会の承認を受けさせることとする定

めを設けるものとする。 

３ 第２３条第１項の条例の定めるところにより同項第１号に掲げる事務を管理し、及び

執行することとされた地方公共団体の長は、法令又は条例に違反しない限りにおいて、特

定社会教育機関の施設、設備、組織編制その他の管理運営の基本的事項について、必要な

地方公共団体の規則を定めるものとする。この場合において、当該規則で定めようとする

事項については、当該地方公共団体の長は、あらかじめ当該地方公共団体の教育委員会に

協議しなければならない。 


